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○尼崎市建設工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱 

令和 4 年 4 月 1 日実施 

最終改正：令和 7 年 6 月 26 日 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が競争入札（一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下同じ。）

により建設工事（以下「工事」という。）の請負契約を締結しようとする場合において、

尼崎市契約規則（昭和４１年尼崎市規則第９号。以下「規則」という。）第１４条の２及

び第６０条の規定に基づき、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」

という。）第１６７条の１０第１項又は第１６７条の１０の２第２項（これらが政令第１

６７条の１３において準用する場合を含む。）の規定により、予定価格（規則第１４条（規

則第２２条において準用する場合を含む。）の規定により定めた価格をいう。以下同じ。）

の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをし

た者又は尼崎市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要綱（以下「総合評価実施要綱」

という。）に規定する評価値（以下「評価値」という。）の最も高い者を落札者（事後審

査型制限付き一般競争入札においては落札候補者を含む。以下同じ。）とせず、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込み

をした者又は評価値の最も高い者を落札者とする場合において、あらかじめ実施する調

査（以下「低入札価格調査」という。）の方法及び低入札価格調査後の措置について、必

要な事項を定めるものとする。 

（対象となる契約） 

第２条 この要綱の対象となる契約は、次に掲げる請負契約とする。 

⑴ 競争入札により発注しようとする予定価格が５００，０００，０００円以上の工事

（災害に伴う緊急工事その他この要綱の規定を適用することが困難であると認められ

る工事を除く。） 

⑵ 総合評価実施要綱第３条の規定に基づき、簡易型総合評価落札方式の対象となる工

事 

（調査基準価格の算定方法） 

第３条 規則第１４条の２に規定する調査基準価格は、別表の積算の種別欄に掲げる工事

の区分に応じ、次の各号に掲げる額の合計額（１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。また、その額が調査基準価格を設けようとする工事の請負について

定められた予定価格（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「入札書比較価

格」という。）に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合にあってはその乗じて得た

額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）、当該対象予定価格に

１００分の７５を乗じて得た額に満たない場合にあってはその乗じて得た額（１，００

０円未満の端数があるときは、これを切り上げる。））に１００分の１１０を乗じて得た

額とする。 

 ⑴ 入札書比較価格の算定の基礎として用いられた設計図書等（以下「基礎資料」とい

う。）における直接工事費に相当する額に１００分の９７を乗じて得た額 

 ⑵ 基礎資料における共通仮設費に相当する額に１００分の９０を乗じて得た額 

 ⑶ 基礎資料における現場管理費に相当する額に１００分の９０を乗じて得た額 

 ⑷ 基礎資料における一般管理費等に相当する額に１００分の６８を乗じて得た額 

２ 前項第１号の直接工事費、同項第２号の共通仮設費、同項第３号の現場管理費及び同

項第４号の一般管理費等の用語の意義は、公共建築工事積算基準（平成１５年３月３１

日国営計第１９６号）その他市長が別に定める基準による。 

３ 第１項の規定にかかわらず、工事の性質上、市長が特に必要があると認めるときは、

同項の規定にかかわらず、調査基準価格は、入札書比較価格に１００分の７５から１０

０分の９２までの範囲内において市長が定める数値を乗じて得た額（その額に１，００
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０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１００分の１１０を乗じて得た

額とすることができる。 

（失格基準価格の設定） 

第４条 調査基準価格を設ける場合においては、これに併せ、申込みのあった価格を理由

として当該申込みをした者の落札者となる資格を失わせる基準となる価格（以下「失格

基準価格」という。）を設けるものとする。 

２ 失格基準価格は、別表の積算の種別欄に掲げる工事の区分に応じ、次の各号に掲げる

額の合計額（これらの額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

に１００分の１１０を乗じて得た額とする。 

 ⑴ 基礎資料における直接工事費に相当する額に１００分の９０を乗じて得た額 

 ⑵ 基礎資料における共通仮設費に相当する額に１００分の７０を乗じて得た額 

 ⑶ 基礎資料における現場管理費に相当する額に１００分の９０を乗じて得た額 

 ⑷ 基礎資料における一般管理費等に相当する額に１００分の６８を乗じて得た額 

３ 第３条第２項の規定は、前項各号について準用する。 

４ 総合評価落札方式を行う場合において入札参加者の提案の内容が対象工事の設計内容

や設計価格の低減に及ぼす影響が大きいと認められるときには、必要に応じ学識経験者

の意見を聴いた上、前項の失格基準価格を設定しないことができる。 

（予定価格調書への記載等） 

第５条 調査基準価格及び失格基準価格を設けたときは、当該調査基準価格及び失格基準

価格と併せ、調査基準比較価格及び失格基準比較価格をそれぞれ予定価格調書（規則第

１３条（規則第２２条において準用する場合を含む。）に規定する予定価格を記載した書

面をいう。）に記載するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は 、電子入札に係る入札に付する場合において、調査

基準価格及び失格基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該価格を併せて記載する

ことに代えて、開札の日時までに、調査基準価格及び失格基準価格を電子入札システム

に登録しなければならない。 

３ 規則第１３条第３項（規則第２２条において準用する場合を含む。）の規定にあっては

前項の規定により調査基準価格及び失格基準価格を電子入札システムに登録する場合に

ついて、規則第１４条第３項（規則第２２条において準用する場合を含む。）の規定にあ

っては調査基準価格及び失格基準価格について準用する。 

（入札参加者への周知） 

第６条 市長は、入札参加者に対し、次の各号に掲げる事項を周知するものとする。 

⑴ 最低制限価格ではなく、調査基準価格及び失格基準価格を設けていること。 

⑵ 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法 

⑶ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低の価格をもって申込みをした者又

は評価値の最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合があること。 

⑷ 調査基準価格を下回った入札を行った者は、低入札価格調査に協力すべきこと及び、

この調査に協力しない場合、落札者としない場合があること。 

⑸ 失格基準価格を下回った入札を行った者（以下「失格基準該当者」という。）は、そ

れのみを理由として落札者となる資格を失うこと。 

（入札の執行） 

第７条 入札の結果、調査基準価格を下回った入札が行われた場合には、総務局行政マネ

ジメント部契約課長は、入札者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を

告げて入札を終了する。 

２ 前項の規定にかかわらず、入札のすべてが失格基準価格を下回った場合においては、

入札の不成立を宣言して終了するものとし、調査基準価格以上の入札と調査基準価格を

下回る入札があり、調査基準価格を下回る入札のすべてが同時に失格基準価格を下回っ

た場合においては、失格基準該当者以外の者を落札者とする旨を告げて入札を終了する。 

（低入札価格調査の対象者） 
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第８条 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の低入札価格調査の対象者（以下「調

査対象者」という。）は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、

次に掲げる者とする。この場合において、当該各号に該当する者が２者以上あるときは、

くじにより調査対象者を決定するものとし（総合評価一般競争入札にあって、評価値の

最も高い者が２者以上あるときは、そのうち技術評価点の高い者（以下「最高評価入札

者」という。）（その技術評価点の高い者が２者以上あるときは、そのうちくじで定めた

者））、併せて、調査対象者とならなかった者について、第１２条に規定する順位を定め

るものとする。 

⑴ 競争入札（総合評価一般競争入札を除く）により発注する工事の入札において、失

格基準該当者以外の者で最低の価格をもって申込みをした者（以下「最低価格入札者」

という。） 

⑵ 総合評価一般競争入札により発注する工事の入札において、失格基準該当者以外の

者で最高評価入札者。ただし、最高評価入札者の当該申込みに係る価格が調査基準価

格以上の場合を除く。 

２ 市長は、前項の規定により、調査対象者となった者に対して告知を行う。 

（低入札価格調査の実施） 

第９条 第７条第１項の入札が行われた場合は、調査対象者により、当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあるかどうかについて判断するため、低入札価格調査を

行うものとする。この場合において、調査対象者は、次の各号に掲げる資料等を市長に

提出しなければならない。 

 ⑴ 低入札価格調査報告書 

⑵ 入札額決定理由書 

⑶ 積算内訳書及び積算内訳に対する明細書  

⑷ 対象工事付近の手持工事の状況 

⑸ 対象工事に関連する手持工事の状況 

⑹ 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等との関係（地理的要件） 

⑺ 資材調達先一覧 

⑻ 手持機械又は機械リース一覧 

⑼ 配置予定技術者名簿 

⑽ 下請契約予定者一覧 

⑾ 労務者の具体的供給見通し 

⑿ 過去に施工した公共工事名及び発注者 

⒀ 建設副産物の搬出地 

⒁ 経営状況 

⒂ 信用状況 

⒃ その他必要な事項  

２ 低入札価格調査は、前項の規定に基づき調査対象者から提出された資料等を基に行う。

この場合において、必要と認めるときは、調査対象者からの聞き取り調査を併せて行う

ものとする。 

３ 前項に規定する資料等についてはあらかじめ提出期限を定めることとし、提出期限後

の提出及び差換えは認めないものとする。 

４ 次の各号に掲げる場合においては、当該調査対象者を落札者としないものとする。 

⑴ 調査対象者が前項に定める期限までに第１項に規定する資料等を提出しない場合又

はこれらに不備等がある場合 

⑵ 調査対象者が第２項に規定する聞き取り調査に応じない場合その他低入札価格調査

に協力しない場合 

⑶ 前各号に掲げる場合のほか、当該請負契約に適合した履行がされないおそれがある

と認められる場合 

５ 第１項各号に掲げる資料に係る様式については、別に定める。 

（委員会の設置等） 
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第１０条 低入札価格調査（前条第４項第１号又は第２号の規定により、当該調査対象者

を落札者としない場合を除く。以下同じ。）を行うため、低入札価格調査委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 資産統括局技術監理部長 

⑵ 総務局行政マネジメント部長 

⑶ 資産統括局技術監理部技術監理課長 

⑷ 総務局行政マネジメント部契約課長 

⑸ 工事の施行を所管する部等の長 

⑹ 工事の施行を所管する課等の長 

３ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は資産統括局技術監理部長を、副委員長

は総務局行政マネジメント部長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

６ 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。 

７ 委員会の議事は、出席した審査委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

８ 委員長が委員会を招集するいとまがないと認めるときは、委員会に付議すべき事件に

係る議事は、当該事件に係る決定案が記載された文書を委員に回議する方法により決す

ることができる。 

９ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、

又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

１０ 委員会の事務局は、資産統括局技術監理部技術監理課に置く。 

１１ この規程に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が定

める。 

１２ 委員会は、特に必要があると認めるときは、改めて調査対象者からの聴き取り調査、

関係機関への照会等を行うことができる。 

（委員会の調査結果を踏まえた落札者の決定） 

第１１条 低入札価格調査の結果、調査対象者の価格によっても当該契約の内容に適合し

た履行がされないおそれがないと認められるときは、当該調査対象者を落札者とし、その

履行がされないおそれがあると認められるときは、当該調査対象者を落札者としないもの

とする。 

（次順位者への準用） 

第１２条 第９条第４項の規定により当該調査対象者を落札者としないこととした場合に

は、次に掲げる調査対象者の区分に応じて、当該各号に定める者を次順位調査対象者（以

下「次順位者」という。）とするものとする。この場合において、当該次順位者の価格が

調査基準価格を下回る場合には、その者につき第８条から前条までの規定を準用する。 

⑴ 調査対象者が最低価格入札者の場合 

予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格入札者に

次いで低い価格をもって申込みをした者 

⑵ 調査対象者が最高評価入札者の場合 

予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最高評価入札者に

次いで評価値の高い者 

２ 低入札価格調査の結果、当該次順位者の価格によっても当該契約の内容に適合した履

行がされないおそれがないと認められるときは、当該次順位者を落札者とするものとし、

当該次順位者を落札者としない場合においては、当該次順位者から順に低い価格をもっ

て申込みをした者又は評価値の高い者につき前項の規定を適用する。 

（入札参加者に対する通知） 
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第１３条 第１１条又は前条第２項の規定により落札者を決定したときは、規則第１９条

（規則第２２条において準用する場合を含む。）の規定により、直ちに落札者と決定され

た入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札参加者全員に対してもその旨を通

知するものとする。 

２ 第９条第４項（前条において準用する場合を含む。）の規定により、前項の落札者より

も低い価格で入札の申込みを行った者又は評価値の高い者を落札者としない場合、当該

入札者に対しては、その理由も併せて通知するものとする。 

３ 第１項の規定による他の入札参加者全員に対する通知は、前項の場合を除き、入札結

果の公表をもって通知に代えることができる 

（あらかじめ学識経験者の意見を聴いて落札者を決定する場合の読み替え） 

第１４条 総合評価一般競争入札において落札者を決定しようとするときに、政令第１６

７条の１０の２第５項の規定によりあらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならな

い場合にあっては、第１１条及び第１２条中「落札者」とあるのは「落札者決定に際し

学識経験者の意見を聴くに当たっての落札予定者」と読み替える。 

（再度入札の参加者） 

第１５条 政令第１６７条の８第４項の規定により再度入札に付そうするときは、規則第

１６条（規則第２２条において準用する場合を含む。）の規定を準用する。 

（苦情の申立て等） 

第１６条 低入札価格調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないと判断され

た入札参加者で、その判定について不服がある者は、市長に対し、第１３条の規定によ

る通知の日から７日以内に、当該評価の理由について苦情の申立てを行うことができる。 

２ 前項の規定による苦情の申立ては、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わ

なければならない。 

 ⑴ 苦情を申し立てる入札参加業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者

の氏名 

 ⑵ 苦情申立の対象となる工事の名称 

 ⑶ 苦情申立ての内容及び理由 

３ 市長は、第１項の規定による苦情の申立てを受けたときは、速やかに回答の案を委員

会に審査させたうえで、その申立てをした者に書面により回答するものとする。 

４ 前項の規定による回答について不服がある者は、尼崎市競争入札の手続等に係る苦情

の処理に関する要綱（平成２１年１０月２２日実施）第６条第１項の規定による再苦情

申立てをすることができる。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

付 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、令和７年６月２６日から施行する。 
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